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豊かで多様な「地域コミュニティ」の再生をめざして

大妻女子大学社会情報学部教授　炭　谷　晃　男

１．問題の背景 
　近年、少子・高齢化、農山漁村地域の過疎化、
家族の形態の多様化・個人化が急速に進展して
いる。こうした中、地域の共生力や絆の脆弱化
も進行しており、地域コミュニティによるセー
フティ・ネットの強化の必要性、地域福祉の基
盤としての地域コミュニティの役割が増してい
る。また、家族の多様化・個人化による家庭の
育児・教育力の低下に伴い、地域コミュニティ
による見守り・子育て支援の必要性が増してお
り、その機運も高まってきている。 
　一方、制度面においては市町村合併が進み基
礎的自治体の規模が大きくなったが、地方公共
団体の存立基盤である従来の共同体意識が拡散
し、地域力が希薄になれば、地方公共団体又は
地域コミュニティ組織等によって供給される
住民サービスの質・水準の低下を招きかねな
い。地域の共生力と絆の潜在力を引き出し、地
域コミュニティにおける互助・共助のプラット
フォームを再生することは、現在の日本社会に
とって喫緊の課題と考える。

２．限界集落と消滅自治体
⑴　限界集落
　地方においては「過疎」という言葉が用いら
れてきたが、「限界自治体」「限界集落」という
言葉を耳にするようになった。これは社会学者
大野晃氏が、高知大学人文学部教授時代の1991
年（平成３年）に提唱した概念である。人口減
と高齢化により林業が衰退し、さらには集落そ
のものの消滅が進みつつあった。高知県の集落
調査のなかで、その現状を指摘するためには「過
疎」という用語では実態を明らかに出来ず、よ
り深刻な実態を説明するため「限界自治体」「限

界集落」という用語を生み出した。人口の50%
以上が65歳以上の高齢者になって冠婚葬祭など
社会的共同生活の維持が困難になっている集落
を指す。
　国土交通省の集落状況調査（2006年）によれ
ば、過疎地域を抱える全国775市町村に対して、
そこに所属する62,273集落について行った調査
の結果は以下のとおりである。

①高齢者（65歳以上）が半数以上を占める集
落が7,878集落 （12.7%）

②機能維持が困難となっている集落が2,917
集落 （4.7%） 

③10年以内に消滅の可能性のある集落が423
集落、「いずれ消滅」する可能性のある集
落が2,220集落、合わせて2,643集落

⑵　消滅自治体
　過疎地域において顕在化している地域コミュ
ニティの活力低下の問題は、今後都市部も含め
全国的に深刻化することが予想される。そこに
警鐘を打ち鳴らしたのが2014年４月に発表した

「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会（座
長・増田寛也元総務相）の推計である。2040年
までに自治体の半分が消滅するという「消滅
可能性自治体」である。これは地方から大都
市圏への人口流入や少子化が止まらなければ、
約1,800の市区町村のうち896自治体が将来なく
なってしまうというものである。
　この推計の特徴は「若年女性層」に注目した
点にある。2012年に子どもを産んだ女性の９割
以上を占める20～39歳の「若年女性」の人口
は、全国の約1,800自治体（福島県のみ県単位、
20政令指定都市のうち12市は区単位）のうち、
10～40年には896（49.8％）で2010年と比べて
50％以上減るとしている。詳しくは増田寛也著
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「地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減」（中
公新書）をお読みいただきたい。

３．人口減少社会
⑴　少子高齢化＋人口減少
　我が国の少子高齢化は急速に進展しており、
それに加えて「人口減少」という課題も加わっ
ている。国立社会保障・人口問題研究所の推計
によると、2010年に1億2,806万人であった日本
の総人口は2050年には9,708万人と1億人を割り
込むことになる。
　市町村レベルでみると、2035 年には2005 年
に比べて９割以上の市区町村で人口が減少し、
特に人口が２割以上減少する自治体が全体の６
割以上にのぼる見通しである。また、高齢化率 
40％以上の市区町村は４割以上に達し、自治や
冠婚葬祭等の共同体としての機能維持に困難が
生じるとされる、いわゆる「限界自治体」の増
加が懸念される。
　私たちの多くは、減少してゆく子どもたち、
それに続く「生産年齢人口」の減少による労働
力不足、その反対に高齢化による諸課題に取り
組むこととなる。しかし、その先に少子化の波
は高齢者にも押し寄せる時代が到来することを
念頭に置かねばならない。社会保障・人口問題
研究所の推計においても、人口減少のプロセス
を３つに分けて説明をしている。
⑵　人口減少の３つのプロセス
　第１段階は2010年から2040年にかけての時
期。この時期は、少子・高齢化の特徴を最も示
している時期である。
　まず、少子化傾向により、14歳以下の「年少
人口」と15歳から64歳の「生産年齢人口」が減
少していく。これに対して、高齢化傾向により
団塊の世代を代表とするマス層は2040年までは
増加していく。
　次の第２段階は2040年から2060年の時期であ
る。ここでは、出生率が改善されないとすれば、
引き続き「年少人口」と「生産年齢人口」は減
少傾向が続く。それに対して、65歳以上の「老

年人口」は維持ないし微減傾向となる。
　そして2060年以降の第３段階に至る。この段
階では、「年少人口」「生産年齢人口」及び「老
年人口」すべての世代人口が減少傾向に向かう
ことになる。
　以上のプロセスは日本全体のマクロ的傾向
で、地域別に見ると様相は異なる。東京都区部
及び中核市、特例市においては上記の第１段階
であるが、人口５万人以下の市区町村は第２段
階にあり、過疎の町村は既に第３段階にあると
いってよい。人口減少社会は、数十年後の将来
の課題ではなく、既に足元から始まっている「現
在の課題」であることがわかる。

４．足下からの地域再生
⑴　地域におけるきずな
　地域の共生力と絆を深める伝統的な地域コ
ミュニティの担い手は自治会、町内会等をはじ
めとする地縁団体であった。この地縁団体は我
が国に独特の仕組みとして注目されている。近
年では、まちづくり、子育て、防犯といった多
様な特定目的のためのNPOを始めとする機能
団体（アソシエーション）も積極的な活動を行っ
ている。
　そして、これらの地域コミュニティの担い手
を分類すると以下のようになる。

①「エリア型地域活動によるつながり」とし
ての町会・自治会

②「テーマ型地域活動によるつながり」とし　
てのNPO

③「近隣関係によるつながり」としての向う
三軒両隣

　３番目の近隣関係については説明が必要かも
しれない。例えば阪神淡路大震災の際をはじめ
として大きな災害において、救出を手伝ってく
れた人は、その多くが「近隣の人」であったこ
とはよく知られている。無論、「近隣関係」は、
①「エリア型地域活動」に含まれるものであろ
うが、近隣は互助の原点でもある。
　それゆえ、防災対策としても、自助・共助・
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公助の「三助」に、近隣の助けとしての「近助」
を加える人もいる。この三者の地域におけるつ
ながりについて、内閣府「国民選好度調査」は
次のような興味ある結果を示している。

①近隣関係によるつながりは総じて浅い
②結婚している人、子どもがいる人は、近隣

関係が深い
③エリア型地域活動とテーマ型地域活動によ

るつながりを持つ人は少ない
④近隣関係を持つ人と地域活動に参加する人

の特性はおおむね一致
⑤地域の「つながり持ち」は全体の16％
⑥「地域から孤立する人」は約２割
⑦「つながり持ち」は高齢者に多く、「地域

から孤立する人」は若年者に多い
⑵　エリア型地域活動とテーマ型地域活動
　　の協働（八王子市での試み）
　地域の課題について、地域組織としての町
会・自治会と、テーマ型組織としてのNPOが、
それぞれのメリット面を発揮して、両者連携し
て地域課題に対処することが必要ではないかと
考えている。地域活性化センター主催の「地域
再生実践塾」（平成26年度第１回東京都八王子
市）は７月３日、４日に「地域コミュニティの
再生～八王子市の中心市街地と郊外住宅地から
コミュニティ再生術を学ぶ～」というテーマで
行われ、筆者が主任講師を務めた。ここでも、
八王子市の事例を全国から集まった参加者に披
露した。
　八王子市は人口56万人の多摩地区の中核都市
で21の大学を抱える学園都市として、市民力
を活かした市民協働のまちづくりに力をいれ、
2015年４月から中核市に移行する。町会は564
団体、加入率は61.36％と大変高い数値である。
他方、NPO法人の数も274団体と多摩地域では
最も多い。これからのコミュニティ再生には２
つのベクトルは欠かすことができないと考え
る。その両者の協働の事例を紹介したい。
　八王子市北部郊外に位置する川口町における

「唐松町会」と「NPO法人からまつ」の事例に

ついて紹介する。町会長の佐藤英二氏はNPO
理事長を兼任している。唐松町会は、50年の歴
史をもつ町会（世帯数883）で、しっかりとし
た町会がありながらNPO活動をはじめた理由
は学童保育の問題であった。仕事を持つ親御さ
んの切実な願いを唐松町会が受け止め、昭和62
年、八王子市から補助金を受け、民設民営の自
主学童クラブをスタートさせた。「地域の子ど
もは地域で見守る」。これが町会のモットーに
なっている。
　その後、市は学童保育所の公設化を基本とし
た指定管理者制度を導入した。自主学童クラブ
を公設民営の「市立学童保育所」とし、その運
営を受託するためには、NPO法人を設立する
ことが必要となった。このため平成18年に「特
定非営利活動法人からまつ」を設立し、平成19
年に「八王子市立からまつ学童保育所」の指定
管理者として受託するに至った。
　町会では受託できない事業は「NPO法人」
が担い、一方で ｢NPO法人｣ は町会組織の協
力を得て事業を行う。お互いの組織が支え合い、
補完し合う関係になっているという。
　現在、NPOは「子育て支援事業」として４
つの学童保育所、つどいの広場事業、放課後子
ども教室を運営。「思いやり事業部」は高齢者
ふれあい事業、「就労継続支援Ｂ型きずな工房
からまつ」を運営。「施設管理事業部」では斎
場清掃、施設・家事支援事業を行っている。幼
児から高齢者まで、地域の人は地域でみる精神
が貫かれ、町会でできない事業をNPOが担っ
ている。また同じ八王子市のめじろ台でも町会
組織とNPO組織との連携が見られる。

５．ソーシャル・キャピタル
（Social capital、社会関係資本）の醸成

　ソーシャル・キャピタル（Social capital、社
会関係資本）は、社会学、政治学、経済学など
において用いられる概念である。
　パットナムの代表的な定義に従えば「ソー
シャル・キャピタルとは、人々の協調行動を活
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発にすることによって、社会の効率性を高める
ことのできる、“信頼” “規範” “ネットワーク”
といった社会的仕組みの特徴」を有したもので
ある。
　ソーシャル・キャピタルを直訳すれば「社会
資本」だが、これは電気・水道や道路といった
都市基盤のようなハードなインフラストラク
チャーを意味する語として日本語で使われてお
り、パットナムやコールマンによる「ソーシャ
ル・キャピタル」の意味と異なる。そのため「社
会関係資本」の語が使われることが多い。
　パットナムによると、ソーシャル・キャピタ
ルが豊かであることは、「社会全体の人間関係
の豊かさ」及び「市民や地域全体のつながりの
共生力」を示している。
　しかし、この概念は多様な意味合いを含む
ことからさまざまな論争を引き起こしている。
パットナムは社会資本を測る指標として、地域
組織や団体での活動の頻度、投票率、ボランティ
ア活動、友人や知人とのつながり、社会への信
頼度を挙げている。現在日本でも、概念論争か
ら社会関係資本の実証研究が積み上げられてき
て、その成果が著されている。
　一例を挙げれば、稲葉陽二等編『ソーシャ
ル・キャピタルのフロンティア』（ミネルバ書
房）や辻隆平、佐藤嘉倫編『ソーシャル・キャ
ピタルと格差社会』（東大出版会）などがあり、
分野としても、以下の事項について展開されて
いる。

①企業を中心とした経済活動
②地域社会の安定
③国民の福祉・健康
④教育
⑤政府の効率
⑥幸福感

　「ソーシャル・キャピタル指数が高い地域は
犯罪率が低く、出生率が高い。ソーシャル・キャ
ピタルつまり地域力を高めることは、社会全体
の利益にも貢献しうる」等が示されている。

６．おわりに
　これからの「人口減少社会」の見取り図とし
ては、冒頭で述べた「限界集落」や「消滅する
自治体」がある。無策であれば陥る「衰退モデ
ル」である。
　しかし、「第二のモデル」として「創発的・
サステイナブルモデル」として「コミュニティ
再生モデル」を構想している。ソーシャル・キャ
ピタルをエリア型地域活動とテーマ型地域活動
の協働により醸成していく道である。
　行政担当者も、町会・自治会に対する支援と、
NPOに対する支援は別のものとして扱われて
いる場合が多いだろう。両者の協働事業を誘導
する仕組みがあっていいだろうと考える。まだ
まだ次世代のインフラストラクチャーという
ハードへの投資が必要な面もあるだろう。しか
し、地域コミュニティにおいて住民自治とソー
シャル・キャピタルを醸成していくことは、私
たちの世代の努めでもあるだろう。
　総務省が進める「都市型コミュニティのあり
方と新たなまちづくり政策研究会」においても、

「地域ニーズに基づくコミュニティのまちづく
り」、「地域・地区の主体的取り組みに対する実
現化支援」などについて検討され、「地域協議会」
などが示されている。
　「新しい社会構築は、地元のコミュニティか
ら」を合い言葉に、国・都・市町村で連携して
取り組むことを期待したい。
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平成26年度　調査研究の状況報告
　本誌３月号（vol.003）で概要を紹介した平成26年度の単年度調査研究５件について、その状況を報告
します。

１．市町村の公共施設の運営
に関する調査研究

⑴　背景・目的
　高度経済成長期からバブル期にかけて建設さ
れた公共施設の多くは、その施設の老朽化や更
新が求められており自治体にとって大きな課題
となっています。
　本調査研究では、自治体の方針に沿った公共
施設のあるべき姿を実現するために参考となる
ような事例の検証や、その手法の検討を行いま
す。そのうえで、適切な公共施設の配置計画や
その運営を効率的・効果的に進めるための合意
形成手法の検討を行い、将来の市町村の「公共
施設マネジメント」のあり方を明確にすること
を目的とします。
⑵　調査研究状況
　以下の点について実態把握を行いました。
① 多摩・島しょ自治体アンケート

・施設マネジメント計画の状況、課題等の実
態把握を行いました。

② 施設利用者・住民WEBアンケート
・多摩地域の自治体の施設利用者と住民にア

ンケートを行い、その意向を調査し、意見
の相違を測りました。

⑶　調査研究の方向性
① 手法の検証

・再建築、長寿命化、複合化、民間・他自治
体との共有化などで先進的事例のある自治
体や民間団体の取り組みを調査します。ま
た、対住民・対自治体内部・対他自治体・
対民間企業等との合意形成手法などで、先
進的に取り組んでいる自治体の経緯や課題
等を調査します。

② 公共施設の将来像設定
・公共施設の見直しと総合計画や都市マス

タープラン等の地域の将来像との連携状況
について先進事例等を整理し、あるべき関
係性等について検討します。

・個別施設見直しの選択肢とその判断基準に
ついて先進事例等を調査・整理し、その考
え方等について検討します。

・個別施設の運営における「ヒト（運営の担
い手）のあり方」「モノ（施設の適正保全）
のあり方」及び「カネ（運営財源と受益者
負担）のあり方」と、庁内組織の連携のあ
り方について先進事例等を調査し、検討し
ます。

【合意形成手法仮説イメージ】

【公共施設の将来像設定仮説イメージ】

住
民
等

住
民
等

近
隣
自
治
体

近
隣
自
治
体

行政行政

①情報提供
②情報収集
・意見聴取
③場づくり

①情報提供
②情報収集
・意見聴取
③場づくり

①情報提供
②情報収集
③場づくり

営
繕
部
門

企
画
部
門

業務部門

財務部門

将来設定 総合計画 都市マスタープラン

（１）地域全体の施設のあり方

現状維持

複合化

用途変更

　　廃止

（３）運営に必要な経営資源と組織のあり方

（２）個別設定の
　今後のあり方

経営の３要素

ヒト モノ 組織
＋

カネ

①地域における
施設の全体像

②個別施設のあり方と
見直し方針

③施設運営の
経営資源と
組織のあり方

将来の地域の
姿は？

将来像における
施設の在り方は？

各施設をどのよう
に運営するか？
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２．自転車とまちづくり
　　　　　　　　 に関する調査研究

⑴　背景・目的
　自転車は、全国で約7,000万台が保有されて
おり、市民に身近な乗り物として日常生活に定
着しているほか、昨今の自転車ブームによって
レジャー等での非日常的な利用もその裾野を広
げています。
　まちづくりの現場においても、環境、観光、
健康など様々な分野から自転車活用のニーズが
高まる一方、自転車の利用方法や利用環境は、
いまだに十分な整備がなされておらず、利用促
進と安全利用の両立が課題となっています。
　このような中、国においても道路交通法の改
正をはじめ、自転車に関する積極的な施策展開
がなされてきています。
　一方、市町村における自転車施策は、一部の
市町村を除いては、まちづくりの重要なテーマ
として扱われることは少なく、総合計画や個別
計画の一部に触れられている程度であることが
一般的です。
　そこで本調査では、特に自転車が持つ優れた
面に着目し、幅広い観点からまちづくりへの効
果的な活用可能性を検討します。そして、多摩・
島しょ地域各地の現状や特性を踏まえ、自転車
を活かしたまちづくりの在り方を考察します。

⑵　調査研究状況
① 文献調査
　多摩・島しょ地域や先進都市に関する各種統
計データの収集、自転車関連法規に関する情報
の整理・分析を行いました。
② 自治体アンケート・先進都市ヒアリング
　多摩・島しょ地域や先進都市を対象にアン
ケート調査・ヒアリング調査を実施し、各都市
の自転車活用の実態や施策、まちづくりの方向
性を把握し、比較可能となるよう指標化しました。
③ 住民アンケート
　多摩・島しょ地域の住民を対象にアンケート
調査を実施し、自転車利用の実態、特徴、課題
認識を明らかにするとともに、自転車利用者・
非利用者から自転車施策に対する意向を収集し
ました。
⑶　調査研究の方向性
　本調査は、市町村担当者が、幅広い分野で施
策や事業を検討・立案し、また官民連携の場面
などでも役立つ実践的なものとなるよう、
・市町村の自転車利用の実態〔客観的事実〕
・各行政分野での自転車利用施策〔分野別動向〕
・自転車利用をまちづくりのビジョンに昇華さ

せるプロセス
という３つの視点を据えて、統計データや豊富
な先進事例を交え自転車を活かしたまちづくり
の戦略等を明らかにします。

【本調査のコンテンツと活用イメージ】

自転車都市・まちづくりの
成功に向けた第一歩（布石）

自転車利用
実態と環境の
客観的事実

各分野での
自転車利用
に関する情報

まちづくりの
ビジョンに昇華
させるプロセス

+α

地域の自転車利用実態を踏
まえて、先進事例をカスタ
マイズして新事業を導入す
ることができた。

首長から自転車のまちづ
くりを進めたいと命を受
けたが、何から進めたら
よいのか？

例

企画課

交通施策として自転車の
必要性はわかるが、自分
の都市・地域で何ができ
るのか、何がふさわしい
のか？

本調査報告書
（３つの視点の提示）

自転車イベントを企画した
が、報告書のおかげで福祉
分野での事業展開も有り得
ることを知り、複数課で連
携したイベントを実施する
ことができた。

自転車活用によるまちづくりの方向性に係る都市類型

多摩・島しょ地域の全市町村の状況診断（カルテ）

各行政分野（環境・観光・福祉・教育等）を見出しとした

都市計画課

介護予防事業を展開した
いが、何か新しい方法や
解決策を考えたい！介護福祉課

・自転車政策動向・関連法制度
・自転車施策導入のメリット
・自転車施策・事業の豊富な事例

先進都市の自転車とまちづくり（ビジョン・事業）の概要

先進都市での自転車のまちづくりへの昇華プロセス分析

多摩・島しょ地域における自転車を活かした
まちづくりの基本戦略と個別戦略（ビジョン）の提示
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３．ご当地キャラクターの活用に
関する調査研究

⑴　背景・目的
　現在、多くの地域において商業振興や地域活
性化を目的に、地方自治体や地元有志、民間企
業などが主体となり、ゆるキャラや、ご当地ヒー
ローなどのご当地キャラクターを生み出し、運
営しています。
　しかし中には、全国的な知名度アップや地域
活性化につながっていないものもあり、本来の
ポテンシャルを活かし切れていない事例もあり
ます。
　さらに、著作権などをめぐり訴訟問題に発展
するケースもあり、キャラクターをめぐる権利
関係の重要性が認識されています。
　このような背景を踏まえ、ご当地キャラク
ターについて自治体公認・非公認の分類化など
を行い、その制作目的、活用状況、課題等を調
査し、ご当地キャラクター活用の課題、効果等
を整理します。
　また、どのようにPRをすることが、地域住民・
国民、双方に愛されるキャラクター作りにつな
がるのかを明らかにし、今後の多摩・島しょ地
域におけるご当地キャラクター活用の可能性に
ついて示します。
⑵　調査研究状況
①アンケート調査
　◆ 自治体アンケート

　全市区町村・都道府県を対象に、キャラク
ターの具体的な活用方法やキャラクターの運
営体制、著作権等の管理状況、民間のキャラ
クターとの連携等についてアンケートを実施
しました。
※アンケート回収率：市区町村 62.2%、都道府県 70.2%

　◆ 住民アンケート
　全国の住民を対象に、好きなキャラクター
像や行政がご当地キャラクターを活用するこ
とに対する所感等について聞きました。
※サンプル数：1,500

② 先進事例に関するインタビュー調査
　ご当地キャラクターの活用について先進的な
取組を行っている自治体や民間団体に対してイ
ンタビューを実施しています。
③ 有識者インタビュー
　ご当地キャラクターの活用に関する専門的な
知見を得るため、有識者に対してインタビュー
を実施しています。
⑶　調査研究の方向性
　ご当地キャラクターの効果的な活用のあり方
について提示するため、マーケティングの視点
から、愛されるキャラクター像やキャラクター
のファンづくりの方法等について明らかにしま
す。また、マネジメントの視点から、キャラク
ターの具体的な活用方法や運営体制、権利関係
のあり方等について検証を行います。
　特に、具体的な活用方法については、地域
PRのために地域外に向けて行っている活用と、
地域に対して愛着を持ってもらうために地域内
に向けて行っている活用の二通りの活用方法に
ついて考察します。

〈ご当地キャラクターの定義〉

〈マーケティングの視点から見た
ファンづくりのプロセスのイメージ〉

参考事例（調査のフォーカスでは無いが必要に応じて参考にするもの）
アニメの聖地巡礼（地域限定・作成アニメを除く）/時代劇の舞台探訪/

ご当地アイドル/ご当地グルメ/ご当地ソング

ご当地キャラクター（対象）
ゆるキャラ/ご当地ヒーロー/
ご当地美少女キャラクター

■PR
・独自のアイデ
アによる話題
性のある取組
でメディアを
招聘する。
・取り上げられ
やすいように
プレスリリー
スを作成
■PR
・自治体職員向
けのプレスリ
リースの書き
方講座の開催
■体制
・庁内でやる気
のある若手の
ピックアップ。
同時に若手中
心の企画会議
の開催

■PR
・話題性がある
取組で人々を
引きつける。

■PR
・企画を定期的
に発信する
■体制
・SNSで細かな
コミュニケー
ションなどを
担当する職員

■商品・イベント
・安価で比較的
購入しやすい
商品（住民票
などを用意）

■商品・
イベント開発

・地元商工業者
へ関連グッズ
作成の打診
・パイロット
グッズの作成
委託

■商品・イベント
・参加型イベン
トなど気軽に
参加しやすい
取組を作る

■商品・
イベント開発

・地元商工業者
へイベント出
演の打診

■商品・イベント
・応援団・ファ
ンクラブなど
連絡先の確保
し、メールマ
ガジン等で発
信

■商品・
イベント開発

・地元商工業者
へイベント出
演の打診

Attention
（知る）

I nterest
（興味を持つ）

Desire
（ほしくなる）

Motive
(Memory)
（行動を促す）

Action
（行動・活動する）

方
向
性
の
例

施
策
例
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４．島しょ地域における自治体の
　　　 定住促進策に関する調査研究
⑴　背景・目的
　日本では、高度経済成長期以降、農村や離島
地域から都市部へ労働力としての人口移動が起
こり、産業基盤が脆弱な地域は労働力の供給基
地となり、過疎化が進むようになりました。ま
た、近年では、全国的な人口減少・少子高齢社
会を迎え、多くの地域において過疎化が進み、
公共交通網の崩壊、商店街の衰退、医療機関の
不足、学校の廃校などといった社会資本の喪失
や地域の活力の低下が起こっています。
　多摩・島しょ地域においても人口は平成27
年にピークを迎え減少に転じると予想されて
おり、特に島しょ地域においては、平成17年
の28,744人をピークに人口流出が進むことに加
え、少子高齢化が全国平均を上回る速度で進展
しています。
　このような背景を踏まえ、定住促進に関して
全国で行われている支援策や課題などについて
調査を行い、定住促進の課題、支援策の効果な
どを整理します。
　また、定住化を考えるにあたり、雇用、医療、
災害、教育など移住を考える上で不可欠な分野
にスポットを当て、今後の島しょ地域における
定住促進策についての可能性を検討します。
⑵　調査研究状況
①現状把握
　全国や東京の島しょ地域における定住促進策
の現状把握として、以下のアンケート調査を実
施しました。

アンケート対象 回収数

島しょ地域等自治体ⅰ 75

イベント（島じまん）来場者 240

東京島しょ来島者 201

東京島しょ地域出身者 87

東京島しょ地域移住者 15

全国意識調査ⅱ 770

【本調査における“定住”の範囲とターゲット】

【本調査における定住促進策の整理イメージ】

②先進事例調査
　定住促進に先進的に取り組んでいる自治体や
民間団体に対しヒアリング調査を実施していま
す。また併せて、実際に移住された方に対し移
住前後のギャップや実体験などについてヒアリ
ングを実施しています。
③有識者ヒアリング
　定住促進に関する有識者に対して近年の離島
事情、効果的な施策を行う自治体、定住促進策
などについてヒアリングを実施しています。
⑶　調査研究の方向性
　移住にあたってのハードルに対応する施策
を、居住の継続性（継続的居住・一時的移住・
短中期的滞在）及び対象の年代ごとに分類し、
島しょ地域の自治体が来てほしいと思う人の

「ターゲット」ごとに、戦略的な定住促進策を
選択できるよう整理します。
　また、上記の施策整理をもとに、東京の島しょ
地域自治体の実情に合わせた施策モデルを検討
します。

ⅰ全国の島しょ部自治体と人口規模により抽出した類似自治体、
合計145団体に対しアンケート調査票を送付

ⅱインターネットを活用し、全国に住む18歳から70代の方に対
しweb調査を実施

持続可能性を確保する上で重要なターゲット

緩やかに“定住”と捉える

一時的な居住継続的
な居住多世代にわたる

居住

旅　行
ビジネス

短中期の滞在

（ライフス
　テージの
　 一部を過ごす）（永住）

（あるシーズンを
　　　　　過ごす）

定住への物理的・心理的障壁を乗り越える支援（＝促進策）

ハードル
居住継続性 年代

継続的な
居住支援策

一時的な
移住支援策

短中期滞在に
関する支援策 単身若者 ファミ

リー層
リタイア
世代

居住環境が
整っていない

●・・・・
●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・

雇用環境が
整っていない ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・

医療体制が
整っていない ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・

教育体制が
整っていない ●・・・・ ●・・・・

事故や災害時の
救急体制が不安

●・・・・
●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・

・・・ ●・・・・ ●・・・・ ●・・・・
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５．多摩・島しょ地域における火葬場の
需給及び運営に関する調査研究

⑴　背景・目的
　日本における葬儀全体に占める火葬の割合は
現在、99.9％であり、これは世界でトップの火
葬率となっています。
　現在、多摩・島しょ地域には17の火葬場があ
りますが、一部の火葬場では、時期により死後
から火葬に至るまでに１週間以上待機せざるを
得ない利用状況が生じています。今後、団塊の
世代の方々が平均寿命に達するころには、火葬
までの待機日数がさらに長くなることが想定さ
れ、火葬場の不足が現実味を帯びてくると考え
られます。
　そこで本調査研究では、現在多摩・島しょ地
域に設置されている火葬場の現況及び需給状況
を把握するとともに、他県等隣接地域の火葬場
の現況や都内葬祭業者及び葬祭業の有識者など
に対して、アンケートや訪問ヒアリングによる
調査などを行いました。その結果を基に、人口
推計（※）に基づく将来の需給予測や、新規設
置・他県等隣接地域火葬場との連携などの課題
を検証したうえで、火葬場の効果的な運営につ
いて検討します。
⑵　調査研究状況
① 現状把握

・以下の火葬場について訪問ヒアリングを実
施しました。
●多摩・島しょ地域にある全17施設（小笠

原村にある２施設は書面によるヒアリン
グのみ）【現在の運営状況、火葬実績、
施設等の把握】

●相模原市斎場、都営瑞江葬儀所、落合斎
場など【多摩地域に隣接している他県等
火葬場の運営状況等】

●八王子葬祭業協同組合、東礼自動車㈱な
ど【民間業者から見た火葬場】

●広島県三次市斎場、神奈川県厚木市斎場
など【近年、新規に設置した火葬場の候補
地選定から設置までの過程などの確認】

　　（参考：多摩・島しょ地域火葬場配置一覧）

火葬場（斎場）名 所在市町村名
１ 八王子市斎場 八王子市
２ 立川聖苑 立川市
３ 青梅市火葬場 青梅市
４ 府中の森市民聖苑 府中市
５ 日野市営火葬場 日野市
６ 南多摩斎場 町田市
７ 瑞穂斎場 瑞穂町
８ ひので斎場 日の出町
９ ㈱日華多磨葬祭場 府中市
10 大島町火葬場 大島町
11 新島村火葬場 新島村
12 式根島火葬場 新島村
13 神津島村火葬場 神津島村
14 三宅村火葬場 三宅村
15 八丈町火葬場 八丈町
16 小笠原村父島火葬場 小笠原村
17 小笠原村母島火葬場 小笠原村

② 火葬需要の予測
・運営状況、火葬実績を把握して将来の人口

推計に当てはめ、必要火葬炉数を算定し、
火葬需要の予測を行っています。

③ 災害時の広域連携
・災害時の対策として、各火葬場や東京都な

どとの連携体制の現状を把握し、緊急時に
実行可能な方法を検討しています。

⑶　調査研究の方向性（イメージ）

（※）国勢調査による人口を基に、その後の人口増減を住民基本
台帳から得て、毎月１日現在の人口として算出したもの。

市町村単体だけでなく
多摩・島しょ地域全体で考える

地域ごとに最後のお別れの場として
ふさわしい火葬場のあり方を探る

火葬について市町村が抱える課題の抽出

地域の葬送
文化の反映

社会状況の
変化

公共サービス
としての火葬

大規模災害
対策
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調査研究結果発表シンポジウムの実施報告

　当調査会では毎年度、市町村の自治に関する調査研究を行っています。昨年度行った「自治体の空き
家対策に関する調査研究」の内容をより多くの方に知っていただくために、多摩地域の「空き家問題」
に対する行政、住民及び民間団体の関わりについて考えるシンポジウムを開催しました。300名を超え
る住民の皆様や自治体職員の方々にご参加いただき開催したシンポジウムの報告をいたします。
１．はじめに　

「外部不経済を生む空き家」と「空き家発生のメカニズム」
　そもそも空き家の何が問題なのか？ということをご参加の皆様にご理解いただくため、空き家は所有
者だけの問題にとどまらず、防犯や衛生上の問題、火災の発生の誘発など地域における問題にもなり得
るといった報告が行われました。
　また、多摩地域においての空き家の数を含めた現状を解説するとともに、空き家化の原因が、主に住
宅の需給バランスの不均衡や相続に伴うものであることが説明されました。
２．基調講演　
行政による空き家対策の最前線
　上智大学法科大学院長の北村喜宣先生をお迎えして、行政の視点による空き家対策の手法をご講演い
ただきました。そのなかでも、いわゆる“空き家条例” や、その他法制度の活用と問題点の解説に加えて、
今後、法制化が予測されている“空き家対策特措法”についてもお話しいただきました。
３．調査研究結果発表　
多摩地域における総合的な空き家対策
～予防・応急・活用の視点から～
　昨年度に当調査会が発行した「自治体の空き家対策に関する調査研究
報告書」をもとに報告が行われました。報告書では、およそ10年後にお
いては多摩地域の空き家数が約61万戸（率は25.3％と現在の約2.5倍）に
達すると予測し、そのための対策として空き家化の防止や不適正管理を防止する“予防”の視点が今後の
多摩地域では重要な対策であるとしています。そのうえで、行政内部はもとより、地域の自治会や、法
人など様々な主体が連携して総合的に対策を行う必要性があることを報告しました。
４．パネルディスカッション　
みんなで取り組む「地域の空き家」
　前記の講演や報告内容を踏まえ、行政やNPO、民間法人で実際に空
き家に携わる方々を中心に、「公」と「民」の役割や多摩地域における

「担い手」の可能性を議論いただくとともに、「公助」「共助」「自助」の
視点を持って空き家に関わることの重要性が提言されました。
シンポジウムを終えて
　全国と比べて、多摩地域の“空き家問題”は、本格的な社会問題となっていませんが、今後の人口減少
に伴って空き家の増加が大きな問題になることが予測されます。しかしながら、この状況を負の側面か
ら見るのではなく、まちづくりのチャンスと捉え、地域を含めた取り組みをしていただきたいと思いま
す。 

　【平成26年７月24日　府中グリーンプラザ】
〜多摩地域の空き家を考える〜

調査研究結果発表の様子

パネルディスカッションの様子
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「自治体の空き家対策に関する調査研究報告書」について

平成25年度 調査研究報告書の解説

上智大学法科大学院長　北　村　喜　宣

１．『報告書』への道程
⑴　時宜に適った出版
　この数年の市町村政策法務の成果は、いわゆ
る空き家対策条例の制定であろう。平成26年夏
現在、おそらくは370ほどの条例があると推測
される。平成22年７月制定の「所沢市空き家等
の適正管理に関する条例」に端を発する「空き
家条例ブーム」は、前代未聞の条例ラッシュを
引き起こしている。
　条例が制定されたからといって、老朽空き家
に起因する問題点が解消されるわけではない。
条例の制定は、所有者・占有者との、辛抱強い
コミュニケーションと毅然とした対応を市町村
行政が行うことの決意表明ともいえるのである。
　およそ条例は、それぞれの地域の特性に応じ
た内容を持ち、それぞれの地域の事情を踏まえ
て実施される。この点で、日本全体的ではなく、
特定地域における対応を調査・研究することの
意味は大きい。東京市町村自治調査会が調査研
究を実施し、平成26年３月に『自治体の空き家
対策に関する調査研究報告書：空き家を地域で
活かしていくために』（以下、『報告書』）を出
版したのは、誠に時宜に適った成果である。
　私の最近の研究テーマのひとつとして、「老
朽空き家対策をめぐる法律と条例の関係」があ
る。このため、『報告書』の作成過程において、
研究員の方々と議論をする機会があった。以下
では、読者の皆様に『報告書』の内容をナビゲー
トする役割を果たしたい。本文中のページ数は、

『報告書』のそれである。
⑵　調査方法
　本調査研究は、①文献調査、②実態調査、③
アンケート調査、④事例調査から構成された。
アンケート調査では、多摩・島しょ地域39市町

村のすべてから回答が得られ、また、訪問によ
る実態調査や電話ヒアリングによる事例調査を
通じては、「自治体職員同士」ということで、
研究者による調査では引き出せない知見が得ら
れている。
⑶　調査対象の空き家
　調査にあたっては、対象の明確化が不可欠で
ある。本調査研究に関していえば、「空き家と
は何か」である。この点、本調査研究では、総
務省の住宅・土地統計調査の用語法を踏襲して
いる。すなわち、「居住世帯がない建物で、一
時滞在者（普段から居住していない者）のみの
住宅、建築中の住宅を除いたもの」である。「住
宅」となっている点に留意していただきたい。
　ほとんどの空き家対策条例は、住宅以外も対
象としている。条例においては、「空き家等」
という定義が一般であり、そこには、たとえば
倉庫のように、居住がない建築物も含まれてい
る。市町村が問題視しているのは、倒壊などの
外部性をもたらす建築物であり、住宅に限定し
ていないのである。
　調査対象である「空き家である住宅」である
が、それには、①二次的住宅（別荘など）、②
賃貸用の住宅、③売却用の住宅、④その他の住
宅がある。①に関しては、別荘利用がされなく
なれば④になる。②と③は、いわばスタンバイ
状態にある住宅であり、それゆえ所有者・管理
者には適正管理のやる気が十分にある。問題は、
④である。

２．多摩・島しょ地域における空き家の現状
⑴　発生原因（法制的原因）
　建築基準法43条によれば、住宅は幅員４ｍ以
上の道路に２ｍ以上接していなければ建てられ
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ない（図表41）。同法施行以前に建築され現在
では既存不適格となっている住宅を解体・新築
しようとしても、前記条件が充足できないため
に建築確認がおりない。このため、放置するし
かないことが、発生要因のひとつとされている

（Ｐ16、Ｐ34）。特定行政庁を持たない市町村で
は、いかんともしがたい問題である。

　空き家に関しては、管理の程度にかかわらず
住宅用地特例が適用され、固定資産税が軽減さ
れている状態にあることも、解体につながらな
い理由として指摘されている（Ｐ33）。自治省
税務局固定資産税課長平成９年通知が引用され
ているが、制度趣旨に鑑みれば、構造上居住に
たえない住居に税制優遇措置を継続する合理性
はない。住民訴訟が提起されればどうなるだろ
うか。ただ、徴収主体である市町村に、建物の
構造の専門的技術者が必ずしもいない点が実施
上の問題となる。都道府県のサポートが不可欠
であろう。地方自治法上の代替執行制度を活用
してよい場面である。
⑵　発生原因（社会的原因）
　「定住人口の減少」という発生原因の順位が
それほど高くないのも、多摩・島しょ地域の特
徴である（図表24）。人口減少が顕在化してい
ないからであろうが、仮にそうなれば、人口が
多い地域であるがゆえに空き家となる住宅は潜
在的にはかなり多いはずである。
　市町村は、滝壺へとつながる川の流れにのっ
ているのであって、とても安心できる状況には
ない。
　この点で、空き家予防に係る取組みに関して

「実施予定なし」とする市町村が76.9％もある
ことが気にかかる（図表27）。
　実態把握すらする予定がない市町村も51.3％
と多い（図表29）。「問題先送り」となっている
点に気づくべきであろう。

⑶　条例制定をしている２市
　調査時点（平成26年２月現在）で、多摩・島しょ
地域においては八王子市と小平市のみが条例を
制定している。八王子市担当者も参加した座談
会が、コラムとして収録されている（Ｐ25）。
　両市の条例を比較して興味深いのは、いずれ
もが空き家の適正管理を所有者・管理者に義務
づけながらも、八王子市条例がその違反に対し
て勧告に加えて命令までできるとしているのに
対し、小平市条例は勧告にとどめている点であ
る。小平市条例には、財産権への配慮から行政
指導以上のことはしないという明確な立法者意
思が表れている。一方、命令を規定する八王子
市条例であるが、担当者は、行政代執行をすべ
きではないと明言している。たしかに、同市条

図表41　建築基準法の接道規則（法第43条関係）の基本的な考え方

住宅
住宅
旗竿地

２ｍ以上接する 幅員 ４ｍ以上の道路

図表24　空き家発生の主な原因 （Ｎ＝116 部署、複数回答）
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図表27　空き家予防に係る取組の実施の有無
（Ｎ＝39 自治体、単回答）
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図表29　空き家実態調査の実施の有無
（Ｎ＝39 自治体、単回答）
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例に行政代執行規定はないが、行政代執行法を
利用できるのは実務上通説となっている。法律
上与えられた権限をあえて行使しないという趣
旨だろう。また、過料規定を設けない点に関し
て、同市担当者は、過料は払ってしまえば終わ
りになってしまうと述べ、実効性に疑問がある
としている。ところが、「八王子市路上喫煙の
防止に関する条例」には、過料規定がある。路
上喫煙とは何か事情が異なるのだろうか。

３．市町村の空き家対策の方向性
⑴　条例による対応
　老朽危険空き家に対して何らかの働きかけを
する場合、その根拠を条例に置く運用は、すっ
かり定着した。空き家対策要綱は、ほとんどみ
られない。小平市のように、「勧告どまり」であっ
ても、条例にしている。
　後述のように、議員立法として「空家等対策
の推進に関する特別措置法案」（空家特措法案）
がとりまとめられている状況にあることから、
条例化について、模様眺めをしている市町村は
少なくない。多摩・島しょ地域においてもそう
であろう。もっとも、法案が成立しても、条例
の必要性はなくならないと考えられる。法律と
並行して、あるいは、法律を実施するための条
例の制定は、今後も継続するだろう。
　『報告書』は、現行条例を、｢ソフト型｣ と「ハー
ド型」に分類する。解体という頂上に到達する
ためのルートは複数あってよいから、いずれが
優れているということはできない。「交渉によ
る行政」に絶対の自信があるならば、たとえば
足立区条例のような ｢ソフト型｣ にする合理性
は十分にある。それを裏打ちする財政支援も重
要である。
⑵　対応の必要性判断を支持する専門性の確保
　不適正管理に起因する危険度の判断には、専
門技術性が不可欠である。勧告という行政指導
にとどめるのであれば別であるが、命令および
行政代執行につながるとなると、命令要件を的
確に認定する能力のある専門家が必要になる。

　特定行政庁である市であれば、建築の専門能
力があるから、比較的容易であるかも知れない

（Ｐ83、Ｐ95）。ところが、そうでない一般市お
よび町村の場合、条例を制定しても実際に命令
ができない事態になりかねない。多摩地域にお
いては、９市が特定行政庁となっており、近隣
の非特定行政庁市町村に対して、委託を受けて
の専門的判断をする方法が考えられる。本来は、
建築基準法10条３項にもとづく権限行使を東京
都がすればよいのであるが、現実には行われな
いだろうから、実際には、市町村間の水平調整
にならざるをえない。
⑶　「質の充足」への転換
　『報告書』は、住宅政策に関して、「量の充足」
から、古くても良い住宅をより長く使っていく
｢質の充足｣ へと方向転換する必要性を指摘し
ている（Ｐ30）。これは国の住宅政策に関わる
問題であるが、市町村には何が可能だろうか。
　ひとつは、確実に不良住宅になるような新築
住宅を認めないようにすることである。比較的
広い敷地を分筆して建てられる建て売り住宅が
典型的な「候補者」である。都市計画法33条４
項を活用して、最低敷地面積を決める方法があ
る。人口増という目先の利益をほしがるあまり
に不良ストックを増やすのでは、将来世代に対
して申し開きができない。

４．『報告書』の活用方法
　「空き家問題」をめぐっては、各方面から多
くの議論がされるようになった。雑誌論文も多
いし、単行本の出版も目立つ。そうしたなかで
発行されたこの『報告書』は、コントロールが
効いた調査を踏まえており、バランスがよく情
報量も多い内容になっている。広く読まれるよ
う期待したい。
　ただ、注意が必要なのは、『報告書』があま
りに整然と整理しているために、「あれもこれ
も」と条例のなかに取り入れるようであっては
ならないことである。規定したとしても、市町
村の行財政能力を踏まえれば本当に実施できる
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のかどうかを、しっかりと見極めなければなら
ない。そうでないと、住民の期待に対する背信
である。『報告書』で紹介されている例に無批
判に飛びつくのではなく、各市町村の実情を踏
まえ、改めてヒアリング調査をすることが重要
である。

５．議論されている法案への対応
　『報告書』は、空家特措法案の概要を紹介す
る（Ｐ107）。法案の成立に賛成のようであるが、
私は、市町村の義務的事務化には反対である。
分権時代の法律のあり方としては、メニューの
みを示し、対応の必要があると市町村が判断す
れば、その部分を条例の制定によって取り込む
ようにすべきなのである。
　もっとも、そのような方向に修正される可能
性はないから、すべての市町村に事務が義務づ
けられる前提で考えてみよう。現状を前提にす
れば、市町村においては、３つの対応パターン
がある。
　第１は、八王子市のように、命令までを規定
する条例を制定している自治体の場合である。
八王子市条例は、相当程度、法案と重複する。
その限度で、現行制度を存続させる意味はない。
しかし、法案にない防犯が目的とされているこ
とから、それを存続させるのであれば、横出し
的措置を講ずる必要がある。
　第２は、小平市のように、対応を勧告にとど
める条例を制定している自治体の場合である。
法案の成立によって、命令権限を与えられるこ
とになる。防犯を目的に含む点で八王子市条例
と同じであるが、それについては、勧告どまり
の対応を存続させるのは可能である。
　第３は、条例を制定していない残りの市町村
である。空き家に関する問題は認識していると
しても（Ｐ９）、法的対応の必要を感じなかっ
たがゆえに特段の措置を講じていないとすれ
ば、法案の成立は、大きなお世話である。しか
し、拒否する自由はない。
　法案には、空き家対策を総合的かつ計画的に

実施するために空家等対策計画を策定できると
する規定がある。そこでは、対症療法的措置に
とどまらない施策が考えられる。この点は、対
応の視野を拡げる意味で効果があるだろう。ま
た、「実施予定なし」という姿勢の市町村が多
い実態に鑑みれば、強制的に考えさせるという
意味で、勧告や命令などの対応措置の義務的事
務化は、あるいは合理的なのかもしれない。

６．「余裕をもった対応」へ
　370にもなる市町村空き家条例の基本的スタ
ンスは、限界状況にある老朽家屋をいかに解体
するかである。助成制度も、解体を念頭に置い
たものである。ギリギリのタイミングでの対症
療法といってよい。「民・民の問題」として行
政施策の枠外に追いやるのではなく、｢行政の
課題｣ として、そして「全庁的課題」として正
面から取り組むようになったことは（Ｐ135）、
地域環境管理者としての市町村の責任に鑑みれ
ば、正当なものと評価できる。
　そうしたスタンスでの対応の必要性はなくな
らないが、今後は、不適正管理老朽危険空き家
予備軍への対応をいかにするかに知恵をしぼら
なければならない（Ｐ131）。『報告書』は、い
くつかの方向性を示している（Ｐ41）。「ひとつ
の課の問題」にとどまらないことは自明であ
る。総合的政策主体である市町村の能力が問わ
れる。
　とくに重要なのは、予防策である（Ｐ45）。
法案成立後には確実に求められる実態調査であ
るから、早期に実施する方がよい。計画策定期
間が短縮できる。
　この『報告書』を手にして考えてもらいたい
のは、長であり議員である。市町村の近未来を
冷徹に見つめ、今何をすべきなのかを住民とと
もに議論すべきである。そのために必要な独自
調査は、早急に始めるべきだろう。多摩・島しょ
地域は、まだのんびりした状態にある。
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「市町村における公文書管理方法に関する調査報告書」について

平成25年度 調査研究報告書の解説

株式会社出版文化社 アーカイブ研究所 所長　小　谷　允　志

１．はじめに：本調査報告書の意義
　本年３月、東京市町村自治調査会における平
成25年度調査研究テーマの一つとして「市町村
における公文書管理方法に関する調査報告書」
が発行された。全体で280ページに及ぶ本格的
な調査報告書である。これまでも自治体の公文
書管理に関する調査はなくはないが、これほど
多面的、かつ詳細な調査は今までなかったので
はないか。本報告書は、多摩･島しょ地域39市
町村に対する公文書管理の実態についてのアン
ケート調査を中心に、いくつかの自治体におけ
るヒアリング調査、住民の意識調査に加え、全
国レベルでのこの分野における先行事例の調
査、さらには公文書管理に造詣が深い３名の有
識者の先生方に対するインタビューから構成さ
れている。本報告書では、これらの調査に基づ
き、当該地域における公文書管理の課題（第４
章）と改善の方向（第７章）を取りまとめている。
　平成23年施行の国の公文書管理法は、自治体
に対し国と同様の公文書管理についての施策を
講ずるよう求めている。しかしながら、それだ
けではなく、複雑化、多様化する行政事務自体
の基本的なインフラとして、公文書管理の重要
性がますます高まっているのである。なぜなら
ば、オープン・ガバメントの推進、個人情報の
保護、災害など様々なリスクへの対応、住民サー
ビスの向上など数多くの課題に直面しながら、
一方ではより効率的な行政運営が求められる現
在、適正な公文書管理の支えなしに、これらを
実現することはできないからである。本報告書
は、これから公文書管理改善に取り組もうとす
る自治体にとって、新しい公文書管理のあり方
を示し、改善のヒントを提供する指針として大
きな役割を果すものといえるだろう。

２．公文書管理の現状について
⑴　公文書管理法の特徴
　前述のように国は新しく公文書管理法を施行
し、遅れていた従来の公文書管理を大きく改善
した。公文書管理法は、まず公文書を健全な民
主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位
置付け、主権者である国民が主体的に利用し得
るものとした。さらに公文書管理の目的を効率
的な行政運営と現在及び将来の国民に対する説
明責任を果すこととしている。
　また文書の作成をはじめ、整理、保存、移管、
廃棄等の文書のライフサイクル管理を初めて法
律レベルで義務付け、特に廃棄は内閣総理大臣
の同意が必要とした。国立公文書館へ移管され
た特定歴史公文書は永久保存が義務付けられ、
これらに対する利用請求権を保障している。
　その後、この法律に基づき、公文書管理の条
例化を行う自治体が徐々に増えつつあるのが現
状である（同法の概要は第２章に掲載）。
⑵　多摩･島しょ地域の公文書管理の実態
　報告書では第３章に当該地域市町村の公文書
管理の現状調査及びその分析の結果を掲載して
いる。その中心となるのが39市町村に対するア
ンケート調査（回収率100％）である。その中
から特に注目すべき項目をあげてみよう。
　その一つは、文書管理の保存期間に「永年」
保存を設けている自治体が多い点である。アン
ケートによれば、全体の92.3％が「永年」を設
けている（図３－１）。しかも、それら自治体
の大部分が「永年」を見直す仕組みを持たず、
単純に保存を継続している。「永年」文書を見
直す仕組みを有している自治体は２割にも満た
ないのである（図３－２）。
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　いうまでもなく文書管理の運用上、その中核
となるのが文書のライフサイクル管理である。
文書の作成から整理、保存を経て移管又は廃棄
に至る、そのライフサイクル管理の要となるの
が保存期間に他ならない。「永年」保存を設け、
一定期間経過後に見直しがなされなければ、い
つまでも文書が公文書館等に移管されず、廃棄
もされない。そのため書庫に溜まる一方となり、
書庫満杯の大きな要因となっているのである。
　事実、半数以上、53.8％の自治体は書庫が満
杯状態であり、少し余裕があるのは46.2％、相
当余裕があるところは皆無である（図３－９）。
またアンケート調査の中で「公文書管理全般で
の具体的課題」のトップにあげられていたのが

「書庫の保存スペース不足」であり、その次が「文
書量を削減できない」であったこともこれと関
連していると思われる（図３－39）。

なるという問題がある。歴史公文書がその中に
あったとしても特別な保存措置も講じられず、
住民の利用に供されることもないのである。
　次に注目されるのは「自治体が運用上の課
題」と考える項目の最上位に「文書管理の教育
･訓練」があげられていた点である（p.24）。公
文書管理法においても文書管理教育は重視され
ているが、アンケート調査によると「ほとんど
実施していない」が46.2％と最も多く、「毎年
実施している」の41％を上回っていた（図３－13）。
前述の「公文書管理全般での具体的な課題」に
おいて５番目に挙げられていた「職員の文書管
理に対する意識が低い」と関連する問題であろ
う（図３－39）。ヒアリング調査では、研修内
容が文書の引き継ぎやファイル設定など手続き
的なものに偏っていることが分ったが、文書管
理の重要性の認識を高めるには、むしろ文書管
理の理念や目的についての教育が必要だろう。

　さらに「永年」文書として書庫に保存される
文書は、「現用文書」のままなので、いつまで
も一定の手続きが必要な情報公開請求の対象と

　次に注目すべき点は電子文書管理に関連した
テーマである。現在、ほとんどの文書は電子的
に作成されているが紙に打ち出して活用、保存
するケースが多い。しかしながら、今後は、紙
を使わず、電子のまま活用・保存する方向へ向
かうため、そのための方針・ルール作りが不可
欠となる。その際に重要なのが、「電子文書管理
の具体的課題」のトップ３にあげられていた「紙
文書と電子文書の棲み分け」「電子文書の原本性」

「システム障害･誤操作による文書の滅失」の課
題である。これらの課題の解決なしに電子文書
化の方針・ルール作成は不可能だからである。

（図３－22）

図3-1　保存年限の定めのない文書の設定
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図3-2　永年保存文書の取扱い
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図3-9　書庫の状況
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図3-13　職員への文書管理研修の頻度
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図3-22　電子文書管理の具体的課題（上位３位）
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60 80図3-39　公文書管理全般での具体的課題（上位５位）
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　これらトップ３の次にあげられていた項目が
「サーバーの容量不足」「電子メールの管理」「電
子文書の長期保存」であるが、これらもトップ
３に比べ決して重要度は低くない。今後の電子
文書の増加に伴って、大きな課題となるのが

「サーバーの容量不足」である。「電子メールの
管理」も現状、紙に打ち出して管理する例が多
いが、これも今後は、電子のまま保存管理す
るルールが必要となろう。また歴史公文書保存
に対する認識が高まるにつれ重要度が高まるの
が「電子文書の長期保存」の問題である。これ
らの課題は、いずれもIT技術との関連が深く、
文書管理担当者だけでは解決できないテーマ
であるだけにIT担当者との連携が欠かせない。
まずその点の認識が必要だろう。
　もう一つの重要なテーマは、いかにして地域
の歴史資料を残すか、というアーカイブズの問
題である。市町村レベルで公文書館があるのは
全国でも30ヵ所程度と限られているが今後、歴
史公文書の保存・公開の役割を果す公文書館を
どのようにして増やすかが重要な課題となる。
やはり国の公文書管理法においても、公文書館
制度の拡充が大きな柱の一つとなっているので
ある。当該地域において正式な公文書館を有す
るのは府中市のみであり、公文書館機能を有す
る所を含めても４ヵ所に留まっている。それに
もかかわらず、この問題で興味深いのは、当地
域の８割以上の自治体が「歴史的に重要な資料
を保存している」と答えている点である（図３
－27）。しかも「歴史資料を移管する仕組みが
ある」とする自治体は約２割しかないのである

（図３－30）。

　公文書館もなく、移管する仕組みもないのに、
どこに、どのようにして歴史資料を保存してい
るのだろうか。その疑問を解く鍵が、実は先の

「永年」保存に隠されているのである。という
のも通常、「永年」保存文書の設定基準の一つ
として、「市の沿革及び市史資料として重要な
もの」という類型が設けられているからである。
しかしながら先にも述べたように、「永年」文
書中に歴史資料があったとしても、それはあく
まで現用文書としての保存であり、歴史公文書
として特別な管理がされているわけでもなく、
住民の利用に供されることもない。つまり本当
の意味で歴史公文書を保存管理していることに
はならないのである。従ってまずは保存期間の
有期限化（最長30年）を図り、保存期間が満了
した歴史公文書を確実に公文書館（公文書館機
能含む）へ移管するプロセスを設定することが
課題となろう。それに伴い課題となるのが「歴
史公文書の評価選別基準」である。現に前述「公
文書管理全般での具体的課題」の３番目に挙げ
られていたのが「歴史的に重要な資料の選定が
難しい」という点であった（図３－39）。分か
り易い基準作りと教育が必要となろう。

３．市町村の公文書管理の課題
　２の⑵で見たようなアンケート調査やヒアリ
ング調査の結果から見えてきた課題を第４章に
まとめている。その中から特に重要度の高いも
の７つをあげてみた。
①公文書の位置付け等の明確化
　公文書の位置付け、定義、公文書管理の目的
を明確にする。これらを明確にしないと、真の
公文書管理の重要性が分らない。特に目的に「現
在及び将来の住民のための説明責任」を明記す
る。
②「永年保存」の廃止
　「永年」保存を廃し、保存期間の最長を30年
とする（延長可）。「移管」「廃棄」のプロセス
を確実に行うことで、歴史公文書を確実に移管
し、書庫文書量の削減を図る。図3-30　歴史的重要資料を移管する仕組みの有無
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図3-27　歴史的重要資料保存の有無
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③公文書管理教育の充実
　手続き的･作業的な面のみならず、公文書管
理の理念･目的を含め、定期的に実施する。
④公文書管理に係る報告及び監査の仕組み作り
　毎年、公文書管理実施状況を監査し、公文書
管理のPDCAを回すことで改善を促進する。
⑤電子文書管理に関する方針とルール作り
　「紙と電子の棲み分け」「電子文書の原本性」

「電子文書の長期保存」「電子メール管理規則」
を含む電子文書管理の基本方針、ルール作りを
行う。
⑥公文書館又は該当機能の設定
　できるだけ正式な公文書館を作る。少なくと
も公文書館機能を明確に設定する。
　地域資料を含め歴史公文書を確実に保存し、
住民の利用に供する施設（又は部署）を設置す
ることで将来の住民への説明責任を果す。
　歴史公文書につき現用から非現用（公文書館
等）への移管の仕組みを確立する。
⑦公文書管理規則の条例化
　公文書管理規則を条例化することで、はじめ
て公文書管理の重要性を内外へ知らしめること
ができる。また情報公開条例、個人情報保護条
例とも整合性が取れる。

４．先行事例の研究について
　全国レベルでモデルとなる先行事例の調査と
して16ヵ所（コラム含む）の組織を訪問し、ヒ
アリングを行っている。
　全国で初めて公文書管理条例を制定した熊本
県宇土市は現用文書管理の分野、特に文書管理
教育と実施状況の点検・監査制度で優れた取組
みを行っている。
　公文書館の事例では、神奈川県立公文書館が、
中間書庫制度を基に歴史公文書の評価選別権を
全面的に公文書館が行使するという独自の方式
を確立している。また小規模ながら同様の仕組
みで地域密着型のユニークな公文書館を構築し
た天草アーカイブズの事例も参考になる。
　公文書管理法に基づいた新しい条例化の例と

しては鳥取県を取り上げている。鳥取県の公文
書管理には、電子決裁システムと文書管理シス
テムを効果的に運用している他、文書管理研修
の徹底、公文書の廃棄及び歴史公文書の移管に
関する充実したチェックの仕組みなど、様々な
先進的な取組みが見られる。

５．おわりに：報告書の活用方法
　以上で本報告書の特色、ポイントをご理解頂
けたと思うが、何分にも大部な報告書である。
そこでお忙しい職員の方々のために、効率よく
報告書の全体像を理解する読み方をお教えしよ
う。まず第４章「市町村の公文書管理の課題」
と第７章「市町村の公文書管理･公文書館制度
改善のために」を読めば、いわば本報告書の結
論的な部分を理解できる。第４章の理解を深め
るためには、その基礎データとなった第３章「多
摩･島しょ地域市町村の公文書管理の現状」（特
に１－２「市町村アンケート調査」、２－２「市
町村ヒアリング調査」）を読めばよい。また第
７章の理解を助け、補強するものとして、第５
章「先行事例」及び第６章「有識者インタビュー」
が参考になろう。有識者インタビューには、前
国立公文書館館長の高山正也氏、弁護士の三宅
弘氏、元神奈川県立公文書館館長の後藤仁氏に
ご登場頂き、示唆に富んだお話を伺うことがで
きた。
　報告書ではあまり詳しく触れなかったが、こ
れから公文書管理を進化させるためには、どう
してもレコードマネジャー・アーキビストと
いった文書管理の専門人材についての問題を取
り上げる必要がある。現状では、ローテーショ
ン人事が基本の人事制度などいくつかの壁は存
在するが、今後、長期保存を含む電子文書管理
の問題、公文書館制度の充実など難しい課題を
考えると高度な専門知識とリーダーシップ能力
を持った専門人材の育成が欠かせない。このこ
とを最後に指摘しておきたいと思う。
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調査部研究員　高　松　敏　朗

市町村におけるひきこもり支援について

１.はじめに
　昨今、若者の自立支援に関する報道が増え、国とし
ても自立支援施策を推進しています。その中でも特に

「ひきこもり」は本人の人生に影響を与えるだけでな
く、社会的な労働力の損失と地域の活力低下にもつな
がることから、深刻な問題であるといえます。
　そこで、本稿では、現在の多摩・島しょ地域市町村
におけるひきこもり支援の体制についての実態を把握
し、市町村内外の支援機関と連携した体制づくりにつ
いて考えてみたいと思います。

２.「ひきこもり」の定義と原因
　「ひきこもり」について、内閣府では以下のように
定義しています。

　ひきこもりになったきっかけについては【図１】の
とおり、「職場になじめなかった」、「病気」、「就職活
動がうまくいかなかった」といったものが多く挙げら
れています。また、不登校などにより学校に適応でき
なかったり、人間関係がうまくいかなかったりといっ
たことでひきこもり状態に陥る事例もあります。
　また、東京都が平成19年度に行った『若年者自立支
援調査研究』によると、現時点ではひきこもらずに生
活している状態ではあるが、閉じこもりたいと思う傾
向がある「ひきこもり親和群」と呼ばれる人が、15歳
から34歳の世代には20人に１人程度存在すると推計さ
れています。

３.「ひきこもり」に対する支援の必要性
　「ひきこもり」となった人が生活を行うには、衣食
住が足りる程度に他者からの支援を受けざるを得ませ
ん。その場合、家族が関わりの中心的な役割を果たし
ていると思われますが、家族だけで永続的に支え続け
ることは困難です。

　そこで、ひきこもり状態に陥った原因を、内閣府『若
者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調
査）』により、まとめました。

《ひきこもりの定義》
病気や、妊娠、出産、育児、家事をしている者や、
自宅で仕事をしている者を除き、

•趣味の用事のときだけ外出する
•近所のコンビニなどには出かける
•自室から出るが、家からは出ない
•自室からほとんど出ない

いずれかの状態が６か月以上継続したものとして
います。
出典『若者の意識に関する調査（ひきこもりに関

する実態調査）』

【図１】ひきこもりになったきっかけ
出典：内閣府（2010）「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」
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　「かゆいところに手が届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報」は、市町村の職員が
日頃の業務で感じている疑問や他の自治体、民間企業などの動向、今さら聞けない行政
用語など、知りたいと考えている事項について自治調査会が調査し、問題点や課題など
を明らかにすることを目的に実施しています。

 かゆいところに手が届く！
― 多摩・島しょ自治体お役立ち情報 ―
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　収入が無く、理解者・支援者がいない状態では、生
活維持が不可能となり、いずれ社会的孤立を引き起こ
すことになります。将来起こり得る社会的孤立を未然
に防ぐためには、早い段階で、ひきこもり状態を改善
するために支援を実施し、自立した生活をするための
能力向上や生活基盤の整備が重要です。
　また、「ひきこもり」となった人は、心の問題を抱
えていることも多く、医療機関に受診歴が無い場合、
統合失調症等の精神疾患が含まれている可能性がある
ことに留意しなければなりません。実際に支援する前
に、精神障害等の疾患の有無について判断が必要です。
そのため自立に際し、長期的な関与による情報の蓄積
や、家族以外の第三者を介する形での多大な支援が必
要となります。

４．国や都の状況
　厚生労働省は平成21年から実施している「ひきこも
り対策推進事業」において、自治体に以下の４点を求
めています。

①　ひきこもりに特化した相談窓口の明確化
②　ひきこもり支援コーディネーターの訪問による、

早期に適切な機関へ繋げる自立支援
③　関係機関の連携による包括的な支援体制の確保
④　ひきこもり支援に対する普及・啓発など情報発

信の機能を伴う「ひきこもり地域支援センター」
の設置

　一方、東京都青少年・治安対策本部では、平成16年
度から「東京都ひきこもりサポートネット」（以下、「サ
ポートネット」）を設置し、その取組の中で、「ひきこ
もり」の若者や家族からの電話やメールによる相談を
実施してきました。
　さらに東京都では、厚生労働省の「ひきこもり対策
推進事業」に基づき「ひきこもり地域支援センター」
に求められる機能を拡充し、平成26年６月から、「ひ
きこもり」となった人やその家族の生活状況を把握し、
必要に応じた支援機関等を紹介する訪問相談の取組を
開始しました。
　東京都のサポートネットの訪問相談窓口は、

①　義務教育終了後の15歳から概ね34歳まで
②　都内在住
③　６か月以上、「ひきこもり」の状態が続いている

といった状況の若者を対象者としています。また、窓
口は相談者になると想定される家族の利便性を考慮

し、東京都内の各区市町村に設けられました。

５．市町村の状況
　多摩・島しょ地域市町村では、サポートネットの訪
問相談窓口を設定して、訪問支援を利用するための受
付を開始しました。

　多摩・島しょ地域市町村における「訪問相談窓口」は、
新規に専門部署を設置せず、全て既存の部署に、新た
な機能を持たせる形で対応を開始しています。
　その内訳を詳しく知るため、「訪問相談窓口」につ
いて、サポートネットのリーフレットに「訪問相談　
受付窓口」として掲載されている部署の内訳をまとめ
ました。

　所管部署については、【図３】のとおり、市町村によっ
て異なっていることがわかります。青少年関係担当部
署が選定されていたのは14団体ありました。これは15
歳から概ね34歳という青少年を対象とすることから選
定されていると考えられます。保健所または市町村保
健センター担当部署が選定されていたのは12団体あり
ました。医療機関への受診に関する助言等に関与する

【図２】サポートネットの訪問者のイメージ

（出典：東京都青少年・治安対策本部ホームページ）

ひきこもりを抱える家族、ひきこもりの本人

東京都ひきこもりサポートネット

①訪問相談の申込み

③専門の資格を
　もった相談員が
　訪問相談実施

②申込者（相談者）の
　情報を提供

④訪問相談の
　結果を報告

区市町村窓口

【図３】サポートネット訪問相談窓口の担当部署の内訳
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からだと考えられます。また、子ども家庭支援センター
担当部署が選定されていたのは４団体でした。18歳未
満の訪問支援や、不登校などの情報の活用ができるか
らだと考えられます。このほか、複数の部署が「訪問
相談窓口」として選定されているケースもありました。
　「訪問相談窓口」では、対象者の家族から受けた相
談をもとに、対象者に関する情報を確認し、その時点
で、保健所などの他の支援機関による支援を受けてい
ない状況であれば、サポートネットに引継ぎを行って
います。サポートネットでは、対象者の同意のもと、
月に１回程度、概ね５回の訪問を実施後、対象者やそ
の家族に、市町村の関係部署や支援団体などの外部機
関を紹介し、各機関へ引き継ぐことになります。
　サポートネットからの引継ぎがあった場合、市町村
は、対象者やその家族への支援を開始することになり
ます。

６．サポートネットの訪問相談窓口の設置状況と、
連携体制に関するアンケートの分析

　サポートネットの訪問相談窓口となった市町村の各
部署の具体的な取組状況を知るため、市町村に、（平
成26年６月以降の）相談件数や窓口設置状況、庁内の
情報共有体制や連携した支援体制に必要なことについ
てアンケート調査を実施し、分析しました。
　まず、サポートネットの訪問相談を取り次ぐ39団体
の窓口への実際の相談件数とサポートネットへの引継
件数をまとめました。

た。
　直近で把握できる実績として、平成24年度のサポー
トネットのメール・電話での総相談件数は5,853件も
あり、新規相談も1,296件に及びます。このことから
実際は、市町村での相談に至っていない事例が数多く
あるということが推測されます。
　次に、サポートネットに係る業務を担当する職員の
人数についてまとめました。

　【図４】のとおり、１団体の月あたりの相談件数は
平均すると１件にも満たないことがわかります。なお、
団体によっては、ひきこもりに限らず生活面全般につ
いて相談を受けているため、ひきこもり相談のみの件
数が算出できない事例や、サポートネットを経由せず
に支援体制をコーディネートしている事例もありまし

　【図５】のとおり、半数以上の団体が、２人以下の
体制で窓口を担当していることがわかります。これは、
窓口となっている部署内で、サポートネットの取次ぎ
役となる特定の担当者が選ばれているからであると考
えられます。また、３人以上職員を配置している団体
もありますが、これは部署全体として業務に取り組む
と位置づけているからであると考えられます。
　ここからは、サポートネットに限らず、ひきこもり
支援全般について述べていきます。まず、ひきこもり
支援に関与する頻度が高いと思われる庁内の関係部署
についてまとめました。

【図４】サポートネット訪問相談窓口への相談総件数（全市町村）
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　【図６】のとおり、学校教育・特別支援担当課が最
も多く28団体、次いで子ども家庭支援センター、保健
所・市町村保健センターが24団体で続いています。こ
れは、学齢期の不登校歴や生活状況、または健康状態
など、成育歴の情報を持つ部署の関与が大きく期待さ
れていることが考えられます。
　また、「生活保護担当課」や、「産業活性・雇用対策
担当課」なども大きな割合を占めています。これは、
対象者やその家族が困窮状態であった際に自立支援の
コーディネートを行うことや、就業支援等についても
重要視されていることが考えられます。
　次に、庁内部署においてひきこもりに関する具体的
な相談案件の情報共有についてまとめました。 　【図８】のとおり、外部の支援機関に求めたい機能

として「居場所づくり」が最も多く挙げられています。
これは、“Ⅰ　ひきこもりから一歩踏み出す” ために
必要なものとして重要視されているからだと考えられ
ます。
　また、「日常生活の訓練」や「スキルアップ」等の　　
“Ⅱ　ひきこもりから社会に踏み出す” ための段階に
おける支援や、「雇用先の紹介」といった “Ⅲ　就職
する” 段階まで、各段階に応じた支援が求められてい
ることがわかります。
　さらに、こころの問題を解決するための「医療機関
への受診に係る助言」や「医療行為」などが当然のこ
とながら重要とされています。
　これらの状況を踏まえ、支援体制の総体的な充実度
についての各市町村の認識・評価についてまとめました。

　【図７】のとおり、39団体のうち12団体は特に情報
交換を行っていませんが、それ以外の27団体は関連部
署に対し何らかの形で情報交換を行っていました。
　また、「相談案件について、担当者による会議を開
催している」「相談案件について、関連部署で報告会
を開催している」のいずれかの方法で情報交換をして
いる団体が６団体あり、すでに庁内での引継ぎを想定
した対応を行っている団体があることがわかります。
　このことから、ひきこもり支援に取り組むに当たり、
窓口となる部署だけでなく、成育歴や健康状態を把握
する機能を有する部署や、自立に際し支援を行う機能
を有する部署など、複数の部署が関与する必要性が高
いことが考えられます。
　一方、庁内で支援を完結することは難しく、対象者
についての情報提供や支援を実施するといった機能に
ついて、より専門性を有する外部の支援機関へ求める
ほうが望ましい場合があります。そこで、支援機関と
連携する際に求めたい機能についてまとめました。

　【図９】のとおり、各市町村では、総体的な支援体
制については、サポートネットを含め、制度が発足し
てからまだ間もないことから、「充実していない」「ど
ちらかといえば充実していない」としたところが約８
割あり、多くの市町村が充実していないと感じている
ということがわかりました。

【図７】関連する部署同士での情報共有について
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　次に、支援体制に必要だと思われることをまとめま
した。

　【図10】のとおり、ひきこもり支援をより充実させ
るためには、事業予算や専門的部署といった、体制の
枠組みの整備を求める意見が多くありました。一方、
事業構築に関する事項としては、「対象者の自立をサ
ポートするコーディネーターの設置」「各支援機関に
おける役割分担の明確化」「各支援機関の情報共有の
ための情報交換会の開催」といった、事業のコーディ
ネートに関する事項が重点的に挙げられていました。
　これらのアンケート結果を踏まえ、実際に支援する
にあたり、段階に応じたプログラムを組み、そのため
に必要なコーディネートを実施している文京区の事例
を紹介します。

事例紹介　～文京区のひきこもり支援の取組～
○「ＳＴＥＰ～ひきこもり等自立支援事業～」の取組の概要

　文京区では平成26年４月１日から、「ＳＴＥＰ～ひきこもり等自立支援事業～」を実施しています。
この事業は、区内に約1,300人（15～39歳）存在すると推計される「ひきこもり」の状態にある方や、そ
の家族を対象とした様々なプログラムで構成されています。
○段階に応じたプログラムの整理

　区ではこれまで専門的なひきこもり支援の必要性を感じていましたが、事業開始以前は、庁内部署の
担当者が、それぞれの案件に応じた支援をしていました。
　そこで、専門的な支援の実績があった「茗荷谷クラブ」の活動に注目し、「フリースペースの確保」等
のプログラムを整備するため協力を依頼しました。
　そして、区が独自に実施している「社会人基礎力養成講座」や「若者向け就職面接会」などの事業や
東京しごとセンターが実施する「職業体験・グループワーク」を含め、段階に応じたプログラムを配置
しました。
　プログラムは以下の４段階に整備され、就業が定着するまでの間、支援を実施しています。

①　「本人・家族が相談をする」
②　「本人が（ひきこもりから）一歩踏み出す」
③　「本人が（ひきこもりから）社会に踏み出す」
④　「就職する」

○コーディネートの実施と民生委員・児童委員の協力
　事業を開始するにあたり、児童青少年課が関係機関連絡会の事務局となり、庁内外各部署の実務担当
者等を集めた会議を開催し、事業の計画や実績報告、情報交換の機会の確保、実務担当者に対する研修
を実施しています。
　実務担当者のうち、「民生委員・児童委員」は、支援事業の周知のための活動や地域内のひきこもりの
状況の把握などの役割で協力をしており、特に重要かつ特徴的な存在です。
○支援におけるメリット

　区で独自に支援プログラムを実施することにより支援者同士の交流なども生まれ、支援者との地域に
根差した連携ができるようになりました。
　また、段階的なプログラムを整理したことにより “切れ目のない支援” を実施することができるように
なりました。

【図10】支援体制に必要だと思われること
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７．おわりに
　前述の事例のように、「ひきこもり」となった人を
支援するにあたっては、居場所づくりや、社会参加の
訓練など、社会に出るための段階に応じたプログラム
の整理が必要です。ひきこもり支援といえば、居場所
づくりのイメージが強いかもしれませんが、調査を通
して、自立を果たすまでの間に「日常生活の訓練」や「ス
キルアップ」等様々なプログラムがあり、いずれも重
要な支援であることが分かりました。
　これらの支援は庁内外の様々な主体が協力して取り
組まなければならない問題です。また、支援を実施す
る際には、段階に応じたプログラムに基づく必要があ
るため、前述の関係機関連絡会事務局のような主体に
よるコーディネートが行われ、庁内外各部署や支援機
関の活動が連携していくことが重要になってきます。

　「ひきこもり」となった若者には、社会へ出るため
に段階を踏んでステップアップを図り、最終的に自立
を果たすことで、様々な人との出会いが始まり、関わっ
た人との出会いを喜びと感じる瞬間が来るのではない
でしょうか。
　また、将来的な人口減少が予測される中で、社会に
多様な人々が参画することで、地域の活力の向上へと
つながっていくと考えられます。
　ひきこもり支援については、各市町村が必ずしも十
分な体制と認識していないことからも分かるように、
取組としては緒に就いたところではありますが、これ
からの充実が期待される分野です。
　本調査が、各市町村において様々な主体が連携した
ひきこもり支援の輪が広がっていくための一助となれ
ば幸いです。

【図11】STEP～文京区ひきこもり等自立支援事業～  イメージ図

（出典：文京区ホームページ内　「STEP」における支援のイメージ　を参考に作成）
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かゆいところに手が届く！

１　はじめに
　自治体は、住民等に行政サービス（住民票の
交付や粗大ごみの回収、施設の貸出等）を提供す
る際、その対価として料金を徴収ⅰしています。
　これらの料金を一まとめにして、手数料だと
思っている方はいませんか。また自治体職員の
皆様は、住民の方から「税金は払っているのに、
住民票を取るのになぜ別に料金を支払う必要が
あるのか。」と聞かれた事があるかもしれません。
実はこの料金には、手数料や使用料といった区分
や、区分毎の法律上の根拠等があるのです。
　今回は自治体における「手数料」について、
法令上の根拠や料金額の定め方等を説明します。

２　「手数料」と「使用料」
　「手数料」と似た概念として「使用料」があ
ります。これらは図表１のように歳入ⅱ（収入）
の一種であり、行政サービス提供への対価とし
て地方自治法（以下、「自治法」と言う。）第
228条に基づき、条例で定めた上で徴収される
点は共通しています。
ただし、「手数料」が図表２のように自治法第
227条を根拠に、特定の者のためにする事務へ
の対価として徴収されるのに対して、「使用料」
は、自治法第225条を根拠に行政財産の使用又
は公の施設の使用への対価として徴収される点
で、性質が異なります。

市区町村における「手数料」とは
調査部研究員　熊　部　　　真

いまさら聞けない行政用語

３　根拠と位置付け
　自治体が提供する行政サービスの対価として

「手数料」を徴収できる根拠は、自治法第227条
「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体
の事務で特定の者のためにするものにつき、手
数料を徴収することができる」との規定にあり
ます。自治法第228条において「…手数料に関
する事項については、条例でこれを定めなけれ
ばならない」ともされています。
　また、本稿では詳しく触れませんが「手数料」
は、調定ⅲという手続きを経て徴収される歳入

（収入）の一種であり、図表１のような位置付
けになっています。
　なお、総務省の平成26年版地方財政白書（平
成24年度決算）によれば、「手数料」及び「使用料」
は、自治体の歳入総額の約2.0％を占めます。
　このように「手数料」は、法律の根拠に基づ
いて徴収されており、その金額等は議会の議決
を経て条例で定めなければいけません。また、

「手数料」は歳入（収入）の一種であることか
ら自治体存続の根幹であり、非常に重要な存在
だと言えるでしょう。
　ここから、自治法第227条等で定められた「手
数料」について、市区町村に馴染み深い住民票
や戸籍抄本に係る部分を中心に述べていきます。

図表２　「手数料」「使用料」徴収の根拠法令等

区分 主な根拠法令 行政サービス例

手
数
料

•自治法第227条、228条

•地方公共団体の手数料
の標準に関する政令

•各市区町村の条例

•住民票や戸籍抄本の
写し等、各種証明書
の取得

•粗大ごみの回収

使
用
料

•自治法第225条、226条、
228条

•各市区町村の条例

•体育館や駐輪場等、
公共施設の利用

•下水道の使用

図表１　地方自治法が定める収入

地方税

分担金、使用料、手数料

地方債

収入
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４　受益者負担の考え方
　多くの市区町村では「手数料」を条例で定め
るにあたり、予め基本方針を策定してから条例
案を議会に提出する等の手順を踏んでいます。
　そこで重要なのが、サービス利用者に応分の
負担を求める、受益者負担の概念です。
　この概念は、利用者が受けたサービスについ
て、その費用を税金ではなく、受益者（利益を
受ける者）側で負担すべきとの考え方です。
　市区町村が行政サービスを提供するには、費
用が掛かります。その費用は大部分が税金で負
担（公費負担）されていますが、サービスを利
用しない人の税金も含まれているため、不公平
が発生しないように配慮する必要があるのです。
　市区町村は、この受益者負担と公費負担を適
切に組み合わせた上で「手数料」の金額を設定
し、受益と負担の公平性を保った上で行政サー
ビスを提供できるように努力しています。

村は基本方針の中で、原価算定の基本ルールを
明確化し、統一的な方法で料金額算定を行える
ように工夫を重ねています。

図表３　「手数料」算定式の例

手数料
＝（（１分当たりの人件費Ａ×処理時間（分））
＋物件費Ｂ）÷年間処理件数
　Ａ：職員給料、職員手当等
　Ｂ：消耗品費や印刷製本費等、事務執行に必要な費用

６　消費税の課税・非課税
　市区町村の行政サービスの料金は、消費税が
非課税扱いになる印象があるかもしれません。
しかし、消費税は国内の事業で対価を得て行わ
れる取引に原則課税されるため、一部の「手数
料」の原価には消費税が含まれています。
　例えば診断書の交付や粗大ごみの回収・処理
等に係る「手数料」は課税扱いです。そのため、
消費税率の引き上げ（５％から８％）を受け、
平成26年４月１日から、「手数料」の金額を改
定した市区町村があります。一方、戸籍抄本に
係る「手数料」は消費税法第６条の別表１にお
ける「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」
に該当して非課税のため、消費税率の改定の影
響を受けず、金額は変わりませんでした。
　更なる消費税率の引き上げ（８％から10％）
が論議される中、「手数料」金額の原価の考え
方として重要なポイントと言えるでしょう。

７　終わりに
　各市区町村は「使用料・手数料の基本方針」
や「受益者負担の基本方針」といった形で「手
数料」の根拠を住民に示し、自治体としての姿
勢を周知した上で「手数料」を納めてもらえる
様に努めています。皆様が仕事で「手数料」を
徴収する機会もあるかと思いますので、根拠を
知っておくためにも、改めて各市区町村の基本
方針等を確認してみてはいかがでしょうか。

 コラム 
【金額が一律な戸籍抄本と、バラバラな住民票】
　「手数料」について戸籍抄本の場合、すべて
の市区町村では450円です。それに対して住民
票では、A市で300円、B市で350円と言った具
合に金額がバラバラです。
　戸籍抄本の場合、自治法第228条第１項の規
定から、「地方公共団体の手数料の標準に関す
る政令」に定められた標準事務として、全国的
に統一の金額が政令の基準で定められています。
　それに対して住民票は、この標準事務に含ま
れないため、各市区町村が受益者負担と公費負
担のバランスを考えながら原価を計算し、それ
ぞれ金額を設定しています。
　３章で述べたとおり戸籍抄本・住民票は市区
町村が条例で定める「手数料」であるのにも係
らず、金額が一律・バラバラな違いがあるのは、
このように両者で法律上の扱いが異なるためな
のです。

５　料金額の定め方
　「手数料」の金額は、市区町村によって詳細
な計算方法は異なるものの、受益者負担を原則
に、定期的な見直しや他市との均衡も考慮しな
がら、原価を基に算定されています。
　算定式の例は図表３のとおりですが、市区町

ⅰ行政機関が法や規約などに従って租税・手数料などを国民か
らとりたてること

ⅱ国・地方公共団体の一会計年度における一切の収入
ⅲ地方公共団体の歳入を徴収しようとする場合において、地方公共

団体の長がその歳入の内容を調査して収入金額を決定する行為



　早いもので、本号vol.005の発行により「ニュース・レター」発行１周年を迎えることができ
ました。改めて「ニュース・レター」発行の目的について当時の記録を読み返してみました。当
調査会が、公益法人に移行し事業実施の対象者が広く不特定多数の住民となったとはいえ、市町
村職員に対し行政課題に関する情報提供が必要であると考え本誌を発行するとしてあります。近
年の基礎自治体の置かれた状況は、人口減少期を迎えた環境へいかに対応するかが喫緊の課題と
なっており、市町村職員が果たすべき役割は益々重要なものとなっていくでしょう。このような
中で、今後も皆様の業務上の一助としていただくための様々な情報を発信していきますので、こ
れからも本誌をご愛読いただくようお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　（Ｙ・Ｋ）

　当調査会は、毎年度、各種の調査研究報告書を作成し、多摩・島しょ地域市町村等に配布すると
ともに、ホームページ上（http://www.tama-100.or.jp/）でも広く公開しています。
　この報告書が自治体の現場でどのように活用されているのかについて把握し、今後の調査研究に
役立てるため、７月に多摩・島しょ地域の39市町村を対象としたアンケート調査を実施しました。

○ ９割以上の市町村で事業に役立てられています
　調査研究結果の活用状況をみると、「毎年度、事業実施の参考にしている」、「その年の調査研究
テーマによって、個別の行政課題と合致する場合には参考
にしている」を合わせ、計36団体（92.3％）が調査研究結果
を事業に活用していると回答しています（図１参照）。

○ 検討の初期段階から報告書が活用されています
　平成25年度１年間の活用事例をみると、「基礎的な情報、
データ等として参考にした」という回答が、21団体（53.8％）
を占めています（図２参照）。
　多く活用された報告書をみると、「市町村の総合計画のマ
ネジメントに関する調査研究報告書」が基本計画の策定準
備等に、「指定管理者制度の運用に関する実態調査報告書」
が指定管理者の公募や運用見直しに役立てられています（い
ずれも平成24年度発行）。当調査会は近い未来に大きな課題
となるようなテーマを選定し調査研究を行っていますが、
全体的に近年発行の報告書が検討の初期段階で利用されていることが回答から伺えます。
　なお、本ニュース・レターでは、検討初期でも報告書の内容を把握できるよう、報告書概要（７
月号Ｐ７～11）や有識者による解説（７月号Ｐ12～15、今号Ｐ12～19）の記事をコンパクトに掲
載しています。
　当調査会では、今回の調査結果を踏まえつつ、引き続き市町村行政に資する調査研究に取り組み、
その成果の還元を図っていきます。
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調査研究報告書の活用に関するアンケート調査結果報告

（図１）調査研究結果の活用

（図２）平成25年度の活用事例
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特に参考にはしていない

調査研究結果を、具体的な
事業実施に係る判断に直接
反映させた事例があった
直接的に反映させた事例は
なかったが、調査研究結果
に基づき検討を開始するこ
とにした
基礎的な情報、データ等と
して参考にした
特に事業の参考にした事例
はなかった
不明

再生紙を使用しています


